
安定雇用促進支援助成金
令和６年度 徳島県事業

「雇用の安定化」を促進支援するため、自社以外から

就職氷河期世代の非正規雇用労働者や失業状態の方を正規で雇入れ、

定着を図る企業に対し助成金を支給します。

県内企業の皆様の積極的なご活用をお願いいたします。

Stabilize

安定雇用促進支援助成金とは

県内に在住又は勤務する就職氷河期世代の非正規雇用労働

者等を正規雇用で雇入れ、６か月間継続雇用した場合に助

成金を支給します。

支給要件・詳細は裏面へ

事業主向け

6か月
定着後 中小企業 30万円/人

中小企業以外 25万円/人

支給金額

一定の要件を満たす場合、別途

厚生労働省の特定求職者雇用開

発助成金（就職氷河期世代安定

雇用実現コース）の支援対象に

なります。

こちらもCHECK

お問い合わせは
最寄りの

ハローワークへ



６か月継続雇用後
※2

安定雇用促進支援助成金に関するお問い合わせ

徳島県生活環境部労働雇用政策課
雇用促進戦略担当 TEL 088-621-2347

支給対象

⚫ 雇用保険の適用事業主であること

⚫ ハローワーク等の紹介により就職氷河期世代の労働者を
正規雇用労働者として雇い入れたこと

⚫ 対象労働者の雇入れ日の前後６か月間（基準期間）に、
事業主の都合による従業員の解雇（勧奨退職を含む）を
していないこと

⚫ 基準期間に、当事業所を解雇等により離職した者として
ハローワークで受給資格決定処理が行われたものの数が、
対象労働者の雇入れ日における被保険者数の６％を超え
ていないこと（特定受給資格者となる離職者が３人以下
の場合を除く）

事業者労働者

01

⚫ 雇入れ日の前日から起算して過去５年間に正規雇用労働
者として雇用された期間を通算した期間が１年以下であ
り、雇入れの日の前日から起算して過去１年間に正規雇
用労働者として雇用されたことがない方。ただし、妊娠
又は育児を理由として正規雇用の職を離職した方でない
こと。 の前日から

⚫ 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

⚫ ハローワーク等の紹介の時点で失業している又は非正規
雇用労働者である方で、安定所等において、個別支援等
の就労に向けた支援を受けている方

⚫ 新規学卒者（卒業年の6月末日までの間にハローワーク
等及び学校で職業紹介を受けた者）でないこと。

⚫ 雇入れ日から6か月以内に定年に達する者でないこと

⚫ 雇入れ日において、徳島県内の事業所に勤務する又は徳
島県内に居住している者であること。

⚫ 就職氷河期世代（1968年4月2日から1988年4月1日まで
の間に生まれた者）であること。

上記を満たしていても、不支給要件に該当する場合などは助成金が支給されません。!

CHECK HPの
QR

コード
詳しくは要綱を参照してください。
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雇入れ日
から起算して
６か月経過
する日まで

※１

60日
以内

1 2

雇入れ日から起算して６か月経過する日まで※1STEP 1 雇入れ日から起算して６か月経過後60日以内※２STEP 2

⚫ 雇入れ実施報告書（様式第１号）

⚫ 支給対象労働者等の内訳（様式１－１）

⚫ 徳島県安定雇用促進助成金支給申請書（様式第２号）

⚫ 徳島県安定雇用促進支援助成金状況書（様式第２号の２）

⚫ 誓約書（様式第２号の３）

申請の流れ02

県への提出書類03

県様式については徳島県ホームページからダウンロードいただけます 徳島県安定雇用促進支援助成金

特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）

に関するお問い合わせ

最寄りのハローワークにお問い合わせください

⚫ ハローワーク等の紹介以前に雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合

⚫ 雇入れ日の前日から過去３年間に、職場適応訓練（短期の職場適応訓練を除く）を受けたことのある人をこの職場適応

訓練を行った事業主が雇い入れる場合

⚫ 雇入れ日の前日から過去３年間に、この雇入れをする事業所と雇用、請負、委任の関係にあった人、又は出向、派遣、

請負、委任の関係によってこの雇入れをする事業所で就労したことのある人を雇い入れる場合 など

※１※２ 雇入れ日が賃金締切日の翌日以外の場合は、提出期間が変わります。
詳しくは要綱を参照してください。
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